
受注者等提出書類処理基準 改正内容（令和６年１０月１日改正） 

 

１ 受注者等提出書類及び事務処理一覧 

書類の名称 様式番号 改正の内容 

現場代理人及び主任技

術者等通知書、経歴書 

統一 2 

統一 3 

・ 押印について省略可に変更 

・ 備考欄の文面修正（経歴書の提出不要に関し表

現を明確化） 

(請求・通知・報告・

協議)書 
統一 16 

・ 押印について省略可に変更 

承諾書 統一 17 

・ 押印について省略可に変更 

・ 処理手順について受注者への返還部数を２部

から１部に変更 

(  )承諾申請書 統一 25 
・ 備考欄に追記（カタログ等の添付書類の省略に

ついて明文化） 

工事完了届 
局様式 

(旧 統一 29) 

・ 統一様式の改訂に伴う様式番号の変更 

・ 備考欄に追記（受注者は押印不要であるが、発

注については一部押印を要する旨を補足） 

代理人及び主任技術者

等通知書、経歴書 

統一 32 

統一 3 

・ 押印について省略可に変更 

・ 備考欄の文面修正（照査技術者の取扱を追記） 

代理人及び管理技術者

通知書、経歴書 

統一 32(営) 

統一 3(営) 

・ 各様式の廃止し、統一 32及び統一 3に統合 

前払金請求書 
局-3 

(旧 局-15) 

・ 旧様式の局-15を廃止し、局-3に統合 

委託完了届 
局様式 

(旧 統一 35) 

・ 統一様式の改訂に伴う様式番号の変更 

・ 備考欄に追記（受注者は押印不要であるが、発

注については一部押印を要する旨を補足） 

業務責任者通知書 部業-1 ・ 押印について省略可に変更 

履行完了届 局様式 
・ 備考欄に追記（受注者は押印不要であるが、発

注については一部押印を要する旨を補足） 

作業責任者届 部事業-1 ・ 押印について省略可に変更 

その他 

（一覧表の表記等） 
－ 

・ 押印欄の表記修正（○、■及び空欄の意味につ

いて明確化） 

・ 注釈の修正（押印欄■印の書類に関し、押印省

略を行う場合の対応について表現を微修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 書類の様式 

書類の名称 様式番号 改正の内容 

現場代理人及び主任技

術者等通知書 
統一 2 

・ 押印省略時の受注者の事務担当者欄（所属、役

職、氏名、連絡先）を追加 

前払金等請求確認書 統一 5 ・ 押印省略時の都職員の本人確認欄を削除 

前払金請求書 局-3 ・ 様式中の各項名を変更 

認定請求書 統一 11 ・ 様式中の各項名を変更 

中間前払金請求書 局-13 ・ 様式中の各項名を変更 

建設業退職金共済制度

加入届 
統一 7 

・ 押印省略時の都職員の本人確認欄を削除 

(請求・通知・報告・

協議)書 
統一 16 

・ 押印省略時の受注者の事務担当者欄（所属、役

職、氏名、連絡先）を追加 

承諾書 統一 17 
・ 押印省略時の受注者の事務担当者欄（所属、役

職、氏名、連絡先）を追加 

支給材料(請求･受領･

返納)書(第〇回) 
統一 12 

・ 押印省略時の都職員の本人確認欄を削除 

発生材報告書(第〇回) 統一 14 ・ 押印省略時の都職員の本人確認欄を削除 

工事完了届 
局様式 

(旧 統一 29) 

・ 様式番号の変更 

中間検査請求書 統一 21 ・ 様式中の各項名を変更 

既済部分検査請求書 統一 10 ・ 様式中の各項名を変更 

代理人及び主任技術者

等通知書 
統一 32 

・ 様式中の各項名を変更 

・ 欄外の注記の追加 

・ 押印省略時の受注者の事務担当者欄（所属、役

職、氏名、連絡先）を追加 

代理人及び管理技術者

通知書、経歴書 

統一 32(営) 

統一 3(営) 

・ 様式の廃止（統一 32及び統一 3に統合） 

前払金請求書 局-15 ・ 様式の廃止（局-3に統合） 

委託完了届 
局様式 

(旧 統一 35) 

・ 様式番号の変更 

業務責任者通知書 部業-1 
・ 押印省略時の受注者の事務担当者欄（所属、役

職、氏名、連絡先）を追加 

作業責任者届 部事業-1 
・ 押印省略時の受注者の事務担当者欄（所属、役

職、氏名、連絡先）を追加 

 


